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(54)【発明の名称】 近接拡大観察用内視鏡

(57)【要約】
【課題】近接拡大観察時の照明ムラが小さく、しかも被
写体を十分な明るさで照明することができる近接拡大観
察用内視鏡を提供すること。
【解決手段】複数の照明窓１１，１２から射出される照
明光が重なり合う範囲内に、ベストピント位置の可変範
囲を設定した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】ベストピント位置までの距離が可変な対物
光学系の観察窓と並んで、観察視野に向けて照明光を射
出する複数の照明窓が配置された近接拡大観察用内視鏡
において、
上記複数の照明窓から射出される照明光が重なり合う範
囲内に、上記ベストピント位置の可変範囲を設定したこ
とを特徴とする近接拡大観察用内視鏡。
【請求項２】上記対物光学系がズーム光学系である請求
項１記載の近接拡大観察用内視鏡。
【請求項３】上記複数の照明窓から射出される照明光が
重なり合う最短の位置が、上記観察視野の光軸線上にあ
る請求項１又は２記載の近接拡大観察用内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、対物光学系のベ
ストピント位置までの距離が可変な近接拡大観察用内視
鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡を用いて顕微鏡的な近接拡大観察
を行うことができるように、対物光学系にズーム光学系
を採用して焦点距離を可変にすると共に、ベストピント
位置までの距離を可変にした近接拡大観察用内視鏡があ
る。
【０００３】そのような近接拡大観察用内視鏡は、対物
光学系の焦点距離が変わるのに連動して照明の配光角度
が変化するようにすれば理想的な照明状態を得ることが
できるが、挿入部をできる限り細く形成しなければなら
ない内視鏡においては、今までのところ実現の手段がな
い。
【０００４】そこで従来は、通常観察用の内視鏡と同じ
照明系をそのまま用いたものがほとんどであり、通常観
察用の照明系と近接観察用の照明系を併設したものもあ
る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかし、通常観察用の
内視鏡と同じ照明系をそのまま用いたものでは、近接拡
大観察を行うためにベストピント位置を最短距離にした
状態の時に、ベストピント位置にある被写体中に照明光
が全く当たらない部分ができてしまう。
【０００６】また、通常観察用の照明系と近接観察用の
照明系を併設したものでは、照明光が二分されてその一
方の照明光しか被写体に当たらないので、被写体を十分
な明るさで照明することができなくなる。
【０００７】そこで本発明は、近接拡大観察時の照明ム
ラが小さく、しかも被写体を十分な明るさで照明するこ
とができる近接拡大観察用内視鏡を提供することを目的
とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
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め、本発明の近接拡大観察用内視鏡は、ベストピント位
置までの距離が可変な対物光学系の観察窓と並んで、観
察視野に向けて照明光を射出する複数の照明窓が配置さ
れた近接拡大観察用内視鏡において、複数の照明窓から
射出される照明光が重なり合う範囲内に、ベストピント
位置の可変範囲を設定したものである。
【０００９】なお、対物光学系がズーム光学系であって
もよく、複数の照明窓から射出される照明光が重なり合
う最短の位置が、観察視野の光軸線上にあるとよい。
【００１０】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図２は内視鏡の全体構成を示しており、可撓
性の挿入部１の先端部分１ａに、被写体１００を照明す
るための照明窓や被写体１００の像を取り入れるための
観察窓等が設けられている。
【００１１】挿入部１の基端に連結された操作部２に
は、操作者が手動で操作する光学系調整操作ノブ３が配
置されており、挿入部１内に全長にわたって挿通配置さ
れた光学系操作ワイヤを進退させることにより、通常観
察状態と近接拡大観察状態との間を無段階に切り換える
ことができる。
【００１２】図１は、操作部１の先端部分１ａに配置さ
れた光学系関係の構造を示しており、第１と第２の照明
窓１１，１２が観察窓１３を間に挟んで先端部本体１０
の先端面に配置されている。
【００１３】各照明窓１１，１２の裏側には、ライトガ
イドファイババンドル２１，２２の射出端が配置され、
観察窓１３の裏側には、対物光学系１４と固体撮像素子
１５が配置されている。１６は、固体撮像素子１５から
出力される撮像信号等を伝送するための信号ケーブルで
ある。
【００１４】このような構成により、ライトガイドファ
イババンドル２１，２２により送られてきた照明光が第
１と第２の照明窓１１，１２から観察視野に向けて照射
され、被写体１００の像が観察窓１３から取り入れられ
て、対物光学系１４により固体撮像素子１５の撮像面に
結像される。
【００１５】ただし、光学系操作ワイヤ３１が光学系調
整操作ノブ３により軸線方向に進退操作されることによ
って、対物光学系１４の焦点距離とベストピント位置
が、通常観察状態と近接拡大観察状態との間を無段階に
切り換わる。そのための機構は、例えば特開平１１－４
７０７３号公報等に詳細に記載されているので、以下、
簡略に説明をする。
【００１６】光学系操作ワイヤ３１の先端に連結されて
光学系操作ワイヤ３１によって軸線方向に進退駆動され
るスライド筒体３２の内側には、第１、第２及び第３の
カム溝３６，３７，３８が形成されたカム筒体３５が、
軸線方向には移動できない状態で軸線周りに回転自在に
配置されている。
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【００１７】また、対物光学系１４を支持する対物保持
枠４１と、固体撮像素子１５を支持する撮像素子保持枠
４２は、いずれも軸線周りに回転できない状態で軸線方
向に進退自在に配置されている。
【００１８】そして、スライド筒体３２から内方に突設
された第１のピン３３が第１のカム溝３６に係合し、対
物保持枠４１と撮像素子保持枠４２から外方に突設され
た第２と第３のピン３９，４０が、第２と第３のカム溝
３７，３８に係合している。
【００１９】このような構成により、光学系操作ワイヤ
３１が光学系調整操作ノブ３によって進退駆動される
と、それによって対物光学系１４と固体撮像素子１５が
軸線方向に連動して移動し、対物光学系１４の焦点距離
が短くて視野範囲がワイドであり且つベストピント位置
が遠い通常観察状態と、図１に示されるように、焦点距
離が長くて視野範囲が狭く且つベストピント位置が近い
近接拡大観察状態との間が無段階に変化する。
【００２０】なお、通常観察状態は、例えば視野角１２
０°で、ベストピント位置が観察窓１３の表面から１０
ｍｍであり、近接拡大観察状態は、例えば視野角４０°
で、ベストピント位置が観察窓１３の表面から２．５ｍ
ｍである。
【００２１】第１の照明窓１１から射出される照明光の
配光角θ１と、第２の照明窓１２から射出される照明光
の配光角θ２は、各々、照明窓１１，１２に取り付けら
れている凹レンズの屈折率や曲率等によって任意に設定
することができる。
【００２２】本発明においては、第１の照明窓１１から
射出される照明光と第２の照明窓１２から射出される照
明光とが、近接拡大観察状態のベストピント位置Ａより
近距離位置において重なり合うように設定されている。
Ｂが、その最短重複位置である。
【００２３】したがって、ベストピント位置がどのよう
に調整された状態においても、ベストピント位置におい
ては、第１の照明窓１１から射出される照明光と第２の
照明窓１２から射出される照明光とが重なり合う照明状
態になるので、照明ムラが小さくしかも被写体１００を
十分に明るく照明して良好な観察像を得ることができ
る。
【００２４】また、照明ムラをより小さくするために、
第１の照明窓１１から射出される照明光と第２の照明窓*
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*１２から射出される照明光との最短重複位置Ｂが、対物
光学系１４の光軸の延長線上（即ち、観察視野の光軸線
上）に来るように設定されている。
【００２５】そのようにするために、この実施例におい
ては、観察窓１３から両照明窓１１，１２までの距離に
対応して、第１の照明窓１１から射出される照明光の配
光角θ１と、第２の照明窓１２から射出される照明光の
配光角θ２とを相違させてある。
【００２６】具体的には、観察窓１３から遠い方の第２
の照明窓１２から射出される照明光の配光角θ２を、第
１の照明窓１１から射出される照明光の配光角θ１より
大きくしてある。即ち、θ２＞θ１である。
【００２７】ただし、図３に示されるように、観察窓１
３から両照明窓１１，１２までの距離が等しくなるよう
に配置すれば、両照明窓１１，１２から射出される照明
光の配光角を同じ角度θに設定することができる。
【００２８】なお、本発明は必ずしも対物光学系１４が
ズームである必要はなく、ベストピント位置が可変で近
接拡大観察を行える内視鏡に広く適用することができ
る。
【００２９】
【発明の効果】本発明によれば、複数の照明窓から射出
される照明光が重なり合う範囲内に、ベストピント位置
の可変範囲を設定したことにより、近接拡大観察時でも
照明ムラが小さく、しかも被写体を十分な明るさで照明
して良好な内視鏡観察像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の近接拡大観察用内視鏡の先端部の第１
の実施例の側面断面図である。
【図２】本発明が適用された内視鏡の外観図である。
【図３】本発明の近接拡大観察用内視鏡の先端部の第２
の実施例の側面断面図である。
【符号の説明】
１１  第１の照明窓
１２  第２の照明窓
１３  観察窓
１４  対物光学系
１５  固体撮像素子
Ａ  近接拡大観察状態のベストピント位置
Ｂ  二つの照明窓から射出される照明光が重なり合う最
短位置
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